事業場外労働のみなし労働時間制

外勤業務を行う営業マンの労働時間の算定については、実務上事業場外労働のみなし労働時間制を取り入れている会社が多い様です。

【要件】法３８条の２第１項

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において労働時間を算定し難い場合

【原則的な労働時間の計算】

１、所定労働時間労働したものとみなす。

２、当該業務遂行に通常必要とされる時間が所定労働時間を越える場合には、通常必要とされる時間労働したものとみなす。「通常必要とされる時間」とは通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間です。

（例）『通常必要とされる時間』=『概ね平均的な時間』

　８．５時間で済むこともあれば、９．５時間要することもあるが、平均すれば９時間かかるのであれば、９時間とすればよい。

３、通常必要とされる労働時間について争いのないように、みなし時間について予め労使協定で定めることができる。この労使協定は所轄労働基準監督署長に届出なければならない。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には届け出は必要ない。

４、労働時間の一部について事業場外労働をしたとき

　労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合は、事業場外の従事時間と合わせみなし労働時間になる。

　（例）所定労働時間８時間の事業場において、事業場内従事時間４時間のあと、事業場外労働を行った場合、その労働者の労働時間は時間とみなす。ただし、この場合の事業場外労働が通常５時間を要する業務である場合には、労働時間９時間とみなす。

　　３の届出も一部事業外労働の場合も、そのみなし労働時間が法定労働時間を越えなければ届出不要です。
